
説明用資料

（１）協議事項

小樽都市計画 道路の変更 《北海道決定》

資料№１-１

【議案１】

3 議題
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小樽都市計画都市計画道路の変更

２

北海道新幹線の新小樽（仮称）駅建設に伴い、新
たな交通結節点となる駅前広場を、都市計画道路
である若松線の一部として天神２丁目に設けると
いう変更

※交通結節点とは
バスのほか、電車やタクシー、自動車などさまざまな交通手段の接続が
行われる乗り換え拠点のこと。

※都市計画運用指針（国土交通省）より
「鉄道駅等交通結節点においては、複数の交通機関間の乗り継ぎが円滑
に行えるよう、必要に応じ駅前広場等の交通広場を設けるものとし、周
辺幹線街路と一体となって交通を処理するものについては道路の一部と
して都市計画に定めることが望ましい。」



マスタープラン
・都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針（北海道）

・小樽市都市計画
マスタープラン

都市計画

決定・手続き関係
・小樽市都市計画審議会
・都市計画提案制度など

土地利用 都市施設 市街地開発事業

市街地再開発事業■道路
■公園・緑地
■下水道
■駐車場
■ごみ焼却場
■ごみ処理場
■汚物処理場
■汚水処理場
■市場
■火葬場 等

区域区分

地域地区

用途地域

特別用途地区

高度地区

高度利用地区

防火地域

準防火地域

駐車場整備地区

臨港地区

地区計画等

即す

土地区画整理事業
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■ 小樽都市計画 道路の変更箇所

駅前広場の設置
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・ 当初決定 昭和４７年 ７月 ７日

■ 小樽都市計画 道路の経緯

計 画 決 定 経 緯 表
年 月 日 告 示 番 号 内 容

昭和10年10月12日 内務省告示第548号 当初決定

昭和34年3月23日 建設省告示第416号 一部幅員の拡幅変更及び広場の新設

昭和38年10月28日 建設省告示第2710号 従来の路線を廃止し、番号及び幅員を改めて決定

昭和47年7月7日 北海道告示第2231号 市内全路線の一括変更
（番号及び終点の変更）

平成15年3月14日 北海道告示第412号 車線の数の決定

・ 最終決定 平成１５年 ３月１４日
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●上位計画

小樽市総合計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

関連計画
（環境、農業、福祉、商業等）

小樽市都市計画マスタープラン

●個別都市計画

土地利用 都市施設 市街地再開発事業 その他の計画

即す 即す 即す

即す
連携

【区域マス】

【都市マス】

■ 上位計画の位置付け
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※個別の都市計画については、都市計画法第６条の２、第１８条の２の規定により、【区域マス】や
【都市マス】に定めている基本方針に即したものでなければならい。



●都市施設に関する主要な都市計画の決定の方針（交通施設）

①基本方針 ａ交通体系の整備方針

・高速交通ネットワークとして、他地域との広域的な連携をより
高めるため、北海道新幹線の整備が進められていることから、
北海道新幹線新小樽駅（仮称）駅と市街地や観光拠点等とのア
クセス機能の充実に努める。

②主な施設の配置の方針 ｄ 交通結節点等
・３･４･１４号若松線（一般道道天神南小樽停車場線）に新たな
交通結節点となる北海道新幹線新小樽（仮称）駅の駅前広場を配
置する。

■ 都市計画変更について

（１）小樽都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針【区域マス】

区域マスの方針に即している

・ 上位計画
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●交通の方針

（１）基本的考え方 １）交通ネットワークの確立を目指します
■北海道新幹線新小樽（仮称）駅設置に当たっては、中心市街地や観
光拠点などとのアクセス機能の充実に努めます。

（２）交通の整備方針 ３）公共交通の充実 ① 公共交通体系の確立
■北海道新幹線は、北海道と本州との所要時間の短縮や交流の促進に
よる経済波及効果が見込まれるため、早期実現に向けた取組を進め
るとともに、新小樽（仮称）駅の駅前広場の整備を促進します。

都市マスの方針に即している

（２）第２次小樽市都市計画マスタープラン【都市マス】

■ 都市計画変更について

・ 上位計画
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小樽都市計画道路の変更（航空写真）

出典：国土地理院 空中写真２０２１年撮影

天神２丁目

天神３丁目

駅前広場

撮影方向
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北海道新幹線新小樽（仮称）駅 駅前広場・現地写真

至奥沢水源地

至国道５号

駅前広場

３・４・１４

若松線
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レイアウト図

中長期駐車場

中長期駐車場
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※中長期駐車場（パークアンドライド）につ
いては、都市中心部への車両乗入れ抑制を目
的として、都市交通計画で位置づけられたも
のでなければ駅前広場に含めることはできな
い。（駅前広場計画指針より）



現 況 図

駅前広場の設置

約７，６００㎡

約８０ｍ

約１４０ｍ

３・４・１４若松線（１８ｍ・２車線）

道道天神南小樽停車場線
１８ｍ
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計画図（案）

駅前広場の設置

約８０ｍ

約１４０ｍ

３・４・１４若松線（１８ｍ・２車線）

道道天神南小樽停車場線
１８ｍ
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バスバース ４台

３・４・１４若松線（１８ｍ・２車線）

道道天神南小樽停車場線
１８ｍ

バス動線図
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タクシープール １９台

タクシー乗車バース ３台

３・４・１４若松線（１８ｍ・２車線）

道道天神南小樽停車場線
１８ｍ

タクシー動線図

タクシー降車バース ２台
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バース ４台
一般車駐車場 １６台

身障者
駐車場

２台

３・４・１４若松線（１８ｍ・２車線）

道道天神南小樽停車場線
１８ｍ

一般車動線図
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（一時駐車場）

※一時駐車場（キスアンドライド）は、新幹
線利用者が家族などに駅まで送迎してもらう
車を短時間駐車する駐車場である。



キャノピー

３・４・１４若松線（１８ｍ・２車線）

道道天神南小樽停車場線 １８ｍ

歩行者動線図
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駅前広場イメージ

イメージ図 ３・４・１４若松線
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多目的使用イメージ

駐車場使用イメージ

イメージ図

３・４・１４若松線

19



【都市計画決定権者】
都市計画の種類 北海道決定 小樽市決定

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ●

区域区分（市街化区域・市街化調整区域） ●

地
域
地
区

用途地域 ●

特別用途地区、防火地域、高度地区、高度利用地区等 ●

駐車場整備地区 ●

臨港地区 ●

都
市
施
設

道路
自動車専用道路、一般国道、道道 ●

市道 ●

駐車場 ●

公園・緑地
面積１０ヘクタール以上（市が設置するもの） ●

面積１０ヘクタール以下 ●

下水道

公共下水道（小樽都市計画） ●

特定公共下水道（札幌圏都市計画（小樽市
分））

●

ごみ焼却場・ごみ処理場等（産業廃棄物処理施設以外） ●

市場、火葬場 ●

市街地再開発事業
面積３ヘクタール超（市施行） ●

面積３ヘクタール以下 ●

地区計画等 ● 20



素案の作成

原 案 作 成

案の公告及び縦覧

都市計画決定（変更）
告示及び縦覧

９月予定

道都市計画審議会

素案の作成

市都市計画審議会（協議）

案の申し出

本市の意見の提出

１０月予定

市都市計画審議会（諮問）

道都市計画審議会（本審査）

案の公告及び縦覧

＜北海道＞

＜小樽市＞都市計画変更スケジュール（北海道決定）

意見聴取
（法第18条）

回答

（法第15条2）

本市への意見聴取

縦 覧

住民説明会

縦覧依頼

北海道へ

案の申し出

８月予定

５月予定

２月予定

８月予定

８月予定

Ｒ４年１２月
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意見書提出


